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◆「同居の親族」のみを雇用する事業も対象に 
単独では退職金制度を備えることができない中小企

業のための、相互共済の仕組みによる退職金制度である

「中小企業退職金共済制度」（中退共）について、厚生

労働省は、中小企業退職金共済法施行規則を改正しまし

た（平成 23 年 1 月 1 日施行）。 
この改正により、妻や子供など「同居の親族」のみを

雇用する事業も、中退共に加入できるようになりまし

た。これは、雇用・経済情勢が特に悪化し、退職後の従

業員の生活保障の重要性が改めて認識される中で、事業

主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業に

雇用される者であっても、使用従属関係が認められる同

居の親族については、中小企業退職金共済法の「従業員」

として取り扱うこととしたものです。 
 
◆改正後の留意事項 
 中退共加入時の留意点は以下の通りです。 
（１）同居の親族のみを雇用する事業所か否か（中退共

への加入状況ではなく、事業所の雇用実態となりま

す）、加入させる従業員が同居の親族か否かの届出が

必要です。 
（２）上記（１）において「同居の親族」がいる旨の申

込書が提出された場合には、後日、中退共から使用従

属関係を確認する「チェックシート」が事業主に送付

されます。必要事項を記入のうえ、労働条件通知書等

の必要書類と共に返送します。 
（３）過去勤務期間については、新規申込時までの、継

続して雇用された期間で最高 10 年間を通算期間とす

ることができますが、過去に小規模企業共済制度に加

入していた期間は通算できません。 
（４）同居の親族以外の従業員を雇用する事業所（混在

「中小企業退職金共済制度」の変更 

事業所）が、新規加入助成期間中に同居の親族

のみの事業所となった場合には、その「新規加

入助成」が打ち切られます。 
（５）同居の親族のみを雇用する事業所が新規に

加入した場合は、新規加入助成の対象となりま

せん。 
 
◆「生活保障」としての役割 
この他、加入中、退職時とそれぞれのタイミン

グにおいて、留意するポイントがあり、多少複雑

ではあります。しかし、加入することによるメリ

ットも多く、特に生活保障としての役割は大きい

かと思われます。 
条件に該当する中小企業では、加入の検討の余

地は大いにあるでしょう。 
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「雇止め」に関するトラブルを 
回避するには 

◆増加する「雇止め」をめぐるトラブル 
期間を定めて締結した労働契約（有期労働契

約）においては、契約更新の繰返しにより一定

期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契

約更新を行わず期間満了をもって退職させる

等の、いわゆる「雇止め」をめぐるトラブルが



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

増加し、裁判で争われる事案が増えています。 
トラブルを回避するにはどのようなことに注意

すればよいのでしょうか。 
 
◆書面による明示が大切 
有期労働契約のトラブルに対応するため、厚生労

働省では、労働基準法に基づいて「有期労働契約の

締結、更新及び雇止めに関する基準」を策定してい

ます。項目は、（１）「契約締結時の明示事項等」、（２）

「雇止めの予告」、（３）「雇止めの理由の明示」、（４）

「契約期間についての配慮」となっています。 
使用者は、有期契約の労働者に対して、契約締結

時に契約更新の有無を明示しなければならず、「契

約を更新する場合がある」と明示したときは、契約

を更新する場合またはしない場合の判断基準を明

示しなければならないとしています。 
また、明示した内容を契約締結後に変更する場合

は、速やかにその内容を明示しなければなりませ

ん。これらの事項については書面により明示するこ

とが望ましいとされています。 
 
◆有期労働契約の期間 
有期労働契約を締結する場合、その期間の長さに

ついて労働基準法で上限３年（原則）という定めが

あります。 
１年以上の契約を締結した場合は、労働契約期間

の初日から１年を経過した日以後において、労働者

は、使用者に申し出ることにより、いつでも退職す

ることができます。 
 
◆労働契約法の適用も 
労働契約法は、有期契約労働者にも適用され、

（１）やむを得ない事由がない場合に契約期間満了

までの期間において解雇ができないこと、（２）契

約期間を必要以上に短い期間として反復・更新しな

いようにすること、などが規定されています。 
また、締結等の基本ルールとして、（１）労働契

約の締結や変更にあたり労働者に契約内容につい

てきちんと説明を行うこと、（２）労働契約の内容

についてできる限り書面により確認することとさ

れています。 

２月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

求人難に伴いまして、正社員雇用時の助成

金等が新設されております。 
これから正社員の雇用を予定している企業

様が周りにいるようでしたら、是非当事務所

までお知らせください。無料で助成金受給の

可否を診断致しております。 

 ～当事務所よりひと言～ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状

況報告書の提出［公共職業安定所］ 

1 日 
○ 贈与税の申告受付開始＜３月 15 日まで＞

［税務署］ 
10 日 
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月

以降に採用した労働者がいる場合＞ 
［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月

以降に一括有期事業を開始している場合＞ 
［労働基準監督署］ 

15 日 
○ 所得税の確定申告受付開始＜３月 15 日ま

で＞［税務署］ 
   
28 日 
○ 固定資産税＜都市計画税＞の納付＜第４期

分＞［郵便局または銀行］ 
○ 法人税の申告＜決算法人及び決算期の定め

のない人格なき社団等について＞［税務署］

○ じん肺健康管理実施状況報告の提出［労働

基準監督署］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 
○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年

金事務所］ 


